
保険料改定前後 モデルケース別保険料額比較
※世帯所得は旧但し書き所得　（総所得金額等－基礎控除額 43万円）

モデルケース①　・・・　世帯所得　500万円 世帯主 妻 子 子

52歳 48歳 21歳 17歳

＋7,100円 ＋8,500円

モデルケース②　・・・　世帯所得　300万円 世帯主 妻 子 子 ※子は１人が未就学児

38歳 35歳 8歳 5歳

＋4,200円 ＋4,800円

モデルケース③　・・・　世帯所得　０円 ※７割軽減該当

＋100円 ＋0円

204,200円
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（配偶者収入なし）

現行料率 (A) 改定料率 （均等割＋所得割 変更） (B) 改定料率 （所得割のみ変更）

均等割 204,200円 均等割 205,800円 均等割

738,200円
所得割 525,500円 所得割 531,000円 所得割 534,000円
合　計 729,700円 合　計 736,800円 合　計

131,400円

現行料率との差額 現行料率との差額

（配偶者収入なし）

現行料率 (A) 改定料率 （均等割＋所得割 変更） (B) 改定料率 （所得割のみ変更）

均等割 131,400円 均等割 132,600円 均等割

400,800円
所得割 264,600円 所得割 267,600円 所得割 269,400円
合　計 396,000円 合　計 400,200円 合　計

現行料率との差額 現行料率との差額

世帯主　（単身世帯）

70歳

現行料率 (A) 改定料率 （均等割＋所得割 変更） (B) 改定料率 （所得割のみ変更）

0円
均等割  13,100円 均等割  13,200円 均等割  13,100円
所得割 0円 所得割 0円 所得割

現行料率との差額 現行料率との差額

合　計 13,100円 合　計 13,200円 合　計 13,100円


